
評価手順の概要（案） 

１ 年度評価 

   当該事業年度における中期計画の実施状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該事業年度における業

務の実績の全体について総合的な評定を行う。（地方独立行政法人法第２８条第２項から） 
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小項目自己評価 
(28 項目) 

●法人は、１～５の５

段階で自己評価を行

う。 

●法人は、自己評価の

結果とその判断理由

を記載した業務実績

報告書を作成する。 

●特記事項として、特

色ある取り組みや課

題などを自由に記載

する。 

(1)小項目評価(28 項目) 

●法人の業務実績や法人

の自己評価等を総合的

に検証し、小項目ごと

の進捗状況について、

１～５の５段階で評価

を行う。 

●法人による自己評価と

評価委員会の判断が異

なる場合は、その判断

理由を記載する。 

●必要に応じて、特筆す

べき点や遅れている点

について記載する。 

●小項目評価の結果等を

考慮し、大項目ごとに

中期目標・中期計画の

達成に向けた業務の進

捗状況について５段階

評価（Ｓ、A、B、C、

D）を行う。 

●大項目評価に当たり、

考慮した事項及び指摘

事項等を記載する。 

 

     

 

 

(2)大項目評価(4 項目) ●項目別評価の結果を踏ま

え、年度計画及び中期計画

の全体的な進捗状況等に 

 ついて、記述式による評価

を行う。 

●法人化を契機とした病院

改革の取り組みを積極的

に評価する。 

※必要があると認めるとき

は、法人に対し、業務運営

の改善その他の勧告をする

ことができる。（地方独立行

政法人法第２８条第３項か

ら） 

法人 ２ 全体についての総合評価 １ 項目別評価 
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２ 中期目標期間の評価 

   中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該中期目標の期間に

おける業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。（地方独立行政法人法第３０条第２項から） 
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※必要があると認めるときは、法人に対し、業務運営の改

善その他の勧告をすることができる。（地方独立行政法人

法第 30 条第 3 項による同法第２８条第３項の準用から） 

 

※市長は、地方独立行政法人の中期目標の期間の終了時に

おいて、当該地方独立行政法人の業務を継続させる必要

性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわた

る検討を行うに際し、評価委員会の意見を聴かなければ

ならない。（地方独立行政法人法第 31 条から） 

●項目別評価の結果を踏まえ、当

該中期目標期間における業務運

営全体について総合的に評価す

る。 

 

 （中期目標期間評価に係る 

評価基準等の詳細につい 

ては、今後、評価実施要 

領において定める。） 

 

２ 全体についての総合評価 

●当該中期目標期間中に行った年

度評価の結果を踏まえ、評価委

員会において確認及び分析し、

項目別評価を行う。 

 

（中期目標期間評価に係る 

評価基準等の詳細につい 

ては、今後、評価実施要 

領において定める。） 

 

１ 大項目評価 


